
 

カルタヘナ法施行後第一種使用等の承認の申請が行われたもの(2008.9.18現在）
【植物】
　（産業利用） ※　カルタヘナ法施行後の隔離圃場審査及び商業・輸入審査が行われたものは８件のみ。

隔離圃場 商業栽培・輸入 所要期間

作物名 申請者 （Ａ）申請日 （Ｂ）承認日 （Ｃ）申請日 （Ｄ）承認日 （Ｄ）－（Ａ）

ダイズ 日本モンサント株式会社 2005.11.2 2006.5.2 2007.6.7 2008.1.31 ２年２月２９日
テンサイ 日本モンサント株式会社 2004.11.18 2005.5.25 

隔
2006.7.11 2007.4.24 ２年５月６日 

トウモロコシ ダウ・ケミカル日本株式会社
2004.2.18 2004.6.11 

離
2005.11.02 2006.5.29 2007.6.7 2008.1.31 ３年１１月１３日

トウモロコシ シンジェンタシード株式会社 2004.12.8 2005.5.25 
圃

2006.4.26 2007.8.23 ２年８月１５日
トウモロコシ 日本モンサント株式会社 2005.11.02 2006.5.2 

場
2007.6.6 2008.1.31 ２年２月２９日

バラ サントリー株式会社 2005.8.31 2006.5.2 
試

2007.6.8 2008.1.31 ２年５月
バラ サントリー株式会社 2005.8.31 2006.5.2 

験
2007.6.8 2008.1.31 ２年５月

ワタ 日本モンサント株式会社 2004.2.9 2004.6.11 2004.6.10 2006.2.10 ２年０月１日

　（研究開発） 平均２年５月

ユーカリ 国立大学法人　筑波大学 2005.3.16 2005.10.12
ユーカリ 国立大学法人　筑波大学 2005.3.16 2005.10.12
ユーカリ 国立大学法人　筑波大学 2005.3.16 2005.10.12
ユーカリ 国立大学法人　筑波大学 2007.7.30 2008.2.8
ユーカリ 国立大学法人　筑波大学 2007.7.30 2008.2.8
ユーカリ 国立大学法人　筑波大学 2007.7.30 2008.2.8

研究開発目的の隔離圃場試験のための
審査。

【その他】
必要に応じて

　←外国で実施した試験データに基づき
　　 生物多様性影響評価書を作成。

　（研究開発）

これらは、病院において遺伝子治療の研
究を行うための承認。有効な医薬品であ
ることが分かれば再度医薬品用の第一
種申請が必要。

　（産業利用） 模擬試験 第一種使用審査
生物名 申請者 （Ａ）申請日 （Ａ）申請日 （Ｂ）承認日

カナリア痘ウィルス メリアル・ジャパン株式会社 なし 模擬環境試験 2004.12.28 2008.1.18

第一種使用審査

生物名 申請者 （Ａ）申請日 （Ｂ）承認日

レトロウィルス タカラバイオ株式会社 2007.6.12 2007.12.26

レトロウィルス 北海道大学病院 2004.7.5 2005.9.1
レトロウィルス 筑波大学付属病院 2004.4.14 2005.9.1
レトロウィルス 財団法人癌研究会有明病院 2004.5.6 2005.9.1
アデノウィルス 神戸大学医学部付属病院 2004.7.16 2005.09.01
アデノウィルス 岡山大学医学部・歯学部付属病院 2004.6.4 2005.9.1
センダイウィルス 九州大学病院 2004.6.22 2006.1.31
アデノ随伴ウィルス 自治医科大学付属病院 2006.1.25 2006.10.31
アデノウィルス 北里大学病院 2006.1.19 2007.3.26
アデノウィルス 岡山大学医学部・歯学部付属病院 2006.7.18 2008.2.6


